
島根県内の研修を通じた提案作成の取組み①（R1.11）

〇 令和元年１１月６日から１１月8日にかけて、島根県庁、益田市及び隠岐の島町において提案募集方
式に関する講義を実施した。研修は県の市町村課と政策企画監室が合同で計画し、３日間かけ、県内
各地で開催した。

〇 研修では講義とともにワークショップ行い、地域の支障事例を発掘した。

①【益田会場】令和元年11月６日(水) ９:00～12:00

参加者：益田市、吉賀町、浜田市、江津市職員 計11名

②【島根県庁会場】令和元年11月７日(木) ９:00～12:00

参加者：松江市、出雲市、安来市、邑南町、県職員 計10名

③【隠岐の島会場】令和元年11月８日(金) ９:10～11:40

参加者：隠岐の島町、知夫村、西ノ島町、海士町、

県職員 計13名

内 閣 府：参事官補佐 舘澤 清城

調査員 近藤 乃介

研修概要 県担当者からの意見・感想

【アンケート集計結果】（上記①、②、③の合算値）

＜島根県での研修の様子＞
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●各地区で開催したことにより、地方分
権改革担当者以外の職員にも出席して
もらうことができ、提案募集方式を
知ってもらう良い機会になりました。

●研修の開催実績及び提案実績がある県
担当課と合同で開催したことによって、
研修会の企画・立案をスムーズに行う
ことができました。

＜島根県市町村課 三島拓人氏＞

●昨年度に引き続き、県内３地域で開催
し、多くの市町村からご参加いただ
きました。

●ワークショップでは、参加者が支障事
例を持ち寄り、充実した提案の掘り
起こしの場となりました。今回の事
例が来年度の提案に結びつけばと思
います。

＜島根県政策企画監室 三嶋洋介氏＞
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＜内閣府役割＞
○市町村への講師派遣

○県から出された簡易相
談について、内閣府内
で確認・返答

＜県市町村課役割＞
○市町村向け研修の企画・実施

○研修で発掘した支障事例とり
まとめと簡易相談

＜県分権課役割＞
○県庁内提案のとりまとめ

＜県原局・原課役割＞
○提案検討・作成
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＜市町村事業課にアプローチするための島根県の取組＞

＜市町村役割＞
○提案作成
○研修参加

○研修での支障事例の
市町村課への提出

＜ポイント＞
①市町村課と政策企画監室が連携し、

研修開催や市町村をフォロー

①事業担当課が参加しやすいよう、県
内複数会場できめ細やかに研修

○市町村提案が全体の約３割にとどまっている一方、支障事例を抱える市町村の事業担当課では提案募集に
積極的に取組む余裕もなく、また自分ごととして提案募集に取組む意識も醸成されていない。

○そこで、島根県では市町村課と分権担当課が連携し、県内東部・西部・離島部の３カ所で内閣府による研修を
企画し、発掘した支障事例を簡易相談する取組をH30年より実施し、市町村提案を支援している。

島根県内の研修を通じた提案作成の取組み②（R1.11）



石川県係長級研修を通じた提案作成の取組み①（R1.8）

○ 石川県市町村職員研修所では、県内市町の係長級職員の階層別研修として、地方分権改革に
関する研修会を平成28年より毎年開催。

○ 研修では、内閣府から地方分権改革・提案募集方式の講義と、参加者それぞれの職場で 発
生している支障事例を元にした提案作成までのワークショップを実施。

○ ワークショップで作成した提案は、研修所から県市町支援課に引き渡し、県内市町の分権担
当課に了承を得た上で内閣府に簡易相談。その中から提案になるものを磨き上げた。

◆日 時：令和元年 ①8月１日～２日 ②8月５日～６日 ③8月７日～８日
（全日 9:30～16:30）

◆場 所：石川県市町村職員研修所（石川県金沢市）

◆参加者：８６名（石川県内市町の係長級職員）

◆講 師：内閣府地方分権改革推進室

①参事官 萩原英樹、参事官補佐 目黒浩、調査員 染野遥
②参事官補佐 舘澤清城、調査員 近藤乃介
③参事官補佐 吉野明彦、主査 小林和志

講師派遣の概要

ワークショップで作成した提案例
●認定こども園整備事業に係る交付申請の手続きが2つの機関(厚労省・文科
省)に分かれているため、手続きを一本化して、申請の簡略化につなげたい

●マイナンバーを活用して、被保険者が補完の健康保険に加入していることが
分かった場合は、職権により国民健康保険の資格を喪失できるようにしたい

●心身障害者医療費助成制度において、65歳以上の者は役所の窓口で助成申
請をして償還払いとなるが、申請者の負担を軽減させるために現物支給の
対象としてほしい

大変満足

25％

概ね満足

73％

受講者アンケート結果：満足度

ワークショップで提案を作成している様子

提案を発表する様子



石川県係長級研修を通じた提案作成の取組み②（R1.8）
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市町村職員研修所での演習
→ 演習の提出シートを研修所でとりまとめて石川県庁に提出

石川県庁にて提案を取りまとめ、県内市町の分権担当課に照会

下記を確認し、内閣府に簡易相談を実施する旨の了解を得る

・研修で挙がった提案の事実誤認が無いか

・既に実施可能ではないか ※首長の了解は提案の最終提出段階（R2.2～6）でよい

提案内容を固める

R2.2末 事前相談開始

R2.2末～3 石川県庁から分権室に事前相談

R2.6 首長の了解を得て、本提案

R1.8上旬

R1.8中旬
～10下旬

R1.11上旬

R1年内中

石川県における研修から提案作成までの流れ

内閣府に簡易相談様式を送付

（窓口を原課にするか、分権担当課にするか明確にしておく）

メール・電話で内閣府担当班と県庁とのやりとり

共同提案主体をどうするのかを合わせて検討

（県と市町の共同提案にするのか・市町単独提案にするのかなど）



内閣府サテライトオフィス事業の実施について（H29年度～）

日にち 訪問先 （カッコ内は市町村職員の講義への参加人数）

11月18日 岩手県町村会

11月19日 花巻市（12名）、奥州市（23名）

11月20日 二戸市（15名）、盛岡市（34名）

11月21日 岩手県（20名）

11月22日 岩手大学

○地方に国のサテライトオフィスを設置し、そこを拠点に国の職員自らが地方公共団体に出向く

などして意見交換等を行い、課題の解決に向けた事業・制度の紹介や助言等を行うことで、

地方創生の加速を図る。

○地方分権改革推進室では、オフィス設置県の市町村等を訪問し、分権改革の成果を含め、提案募
集方式に関する講義や、参加者との意見交換等を実施。

【参加者の声】

・自分たちの意見で国の制度が変えられると

いうことが分かり、日々の業務において改善

の視点を持って取り組んでいきたい。また、

内閣府による手厚いサポートがあることも

知れてよかった。

【県担当者の声】

・内閣府職員と市職員（特に事業担当課）が

直接意見交換を行えたことで、県経由による

メールや電話の伝聞以上に踏み込んだ生の

知識や情報を持ち帰ることができた。今後は

全庁的に提案募集方式を活用していきたい。

分権室から２名の職員が岩手県内の市役所等を訪問し、地方公共団体の職員を
対象にワークショップを含めた研修会を実施。各地方公共団体で抱えている
課題の解決について活発な議論が行われた。

＜研修の様子＞

【平成29年度】 青森県、高知県

【平成30年度】 三重県・山形県・島根県・宮崎県

【令和 元 年度】 群馬県・北海道・広島県・岩手県・静岡県

過去の訪問実績（開催地順）

【事例】岩手県での訪問実績（令和元年度）
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